
 
 

各分野の支援事業・支援機関 
 
 
 

 
 
 
 

自立相談支援事業について 

○ 福祉事務所設置自治体が直営又は委託により自立相談支援事業を実施。 

 ※ 委託の場合は、自治体は受託機関と連携して制度を運営。自治体は支援調整会議に参画し、支援決定を行うほか、社会資源の開発を担う。 

○ 自立相談支援事業は、生活困窮者からの相談を受け、 

 ① 生活困窮者の抱えている課題を評価・分析（アセスメント）し、そのニーズを把握 

 ② ニーズに応じた支援が計画的かつ継続的に行われるよう、自立支援計画を策定 

 ③ 自立支援計画に基づく各種支援が包括的に行われるよう、関係機関との連絡調整を実施 

 等の業務を行う。 

新事業の概要 

○ 生活保護に至る前の段階から早期に支援を行うことにより、生活困窮状態からの早期自立を支援。 

○ 生活困窮者に対する相談支援機能の充実により、福祉事務所の負担軽減とともに、社会資源の活性化、地域
全体の負担軽減が可能に。 
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フォローアップ 

自立相談支援事業 

法定事業等に係る 
自治体の支援決定 

期待される効果 

包括的 
に対応 
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法以外の支援 
民生委員による見守りなど
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自立生活のためのプランの作成 
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職種 主な役割 

主任相談支援員 

〇相談支援業務のマネジメント 

・支援の内容及び進捗状況の確認、助言、指導 

・スーパービジョン（ 職員の育成） 

〇高度な相談支援（ 支援困難事例への対応等） 

〇地域への働きかけ 

・社会資源の開拓・連携 

・地域住民への普及・啓発活動 

相談支援員 

〇相談支援全般 

・アセスメント、プランの作成、支援調整会議の開催等一連の相談支援プロセスの実施、記録の管理、訪問

支援等（ アウトリーチ） 

〇個別的・継続的・包括的な支援の実施 

〇社会資源その他の情報の活用と連携 

就労支援員 

〇就労意欲の喚起を含む福祉面での支援 

〇担当者制によるハローワークへの同行訪問 

〇キャリア・コンサルティング 

〇履歴書の作成指導 

〇面接対策 

〇個別求人開拓 

〇就労後のフォローアップ 等 

○ 自立相談支援機関において、以下の３職種を配置することを基本とする。 
※ 各職種には主に以下のような役割が求められるが、自治体の規模等によっては、相談支援員が 

 就労支援員を兼務することなども可能である。しかしながら、それぞれの役割に縛られ過ぎる 

 のではなく柔軟に対応することも重要である。 

自立相談支援事業の体制について 
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いつまでも元気に暮らすために･･･   

生活支援・介護予防 

住まい 

地域包括ケアシステムの姿 

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定 

■在宅系サービス： 
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護  
・小規模多機能型居宅介護 
・短期入所生活介護 
・福祉用具 
・24時間対応の訪問サービス 
・複合型サービス 
   （小規模多機能型居宅介護＋訪問看護） 等 

 ・自宅 
 ・サービス付き高齢者向け住宅 等 

相談業務やサービスの 
コーディネートを行います。 

■施設・居住系サービス 
・介護老人福祉施設 
・介護老人保健施設 
・認知症共同生活介護 

・特定施設入所者生活介護 
                等 

 

日常の医療： 
 ・かかりつけ医、有床診療所 
 ・地域の連携病院 
 ・歯科医療、薬局 

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等 

・地域包括支援センター 
・ケアマネジャー 

通院・入院 
通所・入所 

病院： 
 急性期、回復期、慢性期 

病気になったら･･･   

医 療 
 

介護が必要になったら･･･   

   介 護 

■介護予防サービス 

地域包括ケアシステムの構築について 

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。 

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域
包括ケアシステムの構築が重要。 

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。 

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の
特性に応じて作り上げていくことが必要。 
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